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平成１９年６月議会条例案の概要

番号 条 例 名 主 な 内 容

６ 武雄市特別職の職員の給
与、旅費及び費用弁償に
関する条例の一部を改正
する条例

❑ 選挙に関する特別職の報酬の改正

☆国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の改正により同等
の金額に本市の報酬も改正するもの

（改正前） （改正後）

・選挙長 １０，７００円/日 ⇒ １０，６００円/日
・投票管理者 １２，７００円/日 ⇒ １２，６００円/日

・期日前投票所の投票管理者 １１，２００円/日 ⇒ １１，１００円/日
・開票管理者 １０，７００円/日 ⇒ １０，６００円/日

・選挙立会人 ８，９００円/日 ⇒ ８，８００円/日
・投票立会人 １０，８００円/日 ⇒ １０，７００円/日

・期日前投票所の投票立会人 ９，６００円/日 ⇒ ９，５００円/日

・開票立会人 ８，９００円/日 ⇒ ８，８００円/日
《施行日 平成１９年７月１日》

※施行日以降に公示される選挙等から適用する。

７ 武雄市職員の退職手当に
関する条例の一部を改正
する条例

❑ 雇用保険法等の一部改正による改正

●失業者の退職手当について受給資格要件の改正
☆雇用保険法における失業給付の受給資格要件の改正と整合性を図るもの

[改正前] 勤続期間６月以上

[改正案] 勤続期間１２月以上（特定退職者は６月以上）
※特定退職者････雇用保険法に規定する特定受給者に相当する者

(例) 会社の倒産による離職や解雇による離職など
《施行日》 平成１９年１０月１日

●失業者の退職手当について支給をできない者の改正

☆船員保険の失業部門が雇用保険制度と統合されるため

[改正前] 雇用保険法又は船員保険法による給付を受ける者
[改正案] 雇用保険法による給付を受ける者

《施行日》 平成２２年 ４月１日

☆失業者の退職手当制度とは
退職後一定期間失業している場合において、退職手当が雇用保険法の失

業給付相当額に満たない場合は不足分を支給するもの。

雇用保険法は、本来、社会保険制度として広く適用されるべき制度であ
るが、一部の者を除いて公務員は適用除外となっている。公務員であって

も退職後失業している場合は、雇用保険法の失業給付程度は保障するため
に不足分を補うための制度。

８ 武雄市税条例の一部を改
正する条例

❏ 地方税法等の一部改正による改正

●市民税の納税義務者の追加 【第２３条】
［追加］ 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税が課せられるもの

法人税割を賦課
《施行日》 信託法の施行の日

●租税特別措置法の改正に伴う条文整備 【附則第１７条の２第３項】

※ 第３６条の５と第３６条の６の条文を一本化したことによるもの

［改正前］ 第３６条の５から第３７条まで
［改正後］ 第３６条の５、第３７条

《施行日》 平成２０年４月１日



－ ２ －

●証券取引法の改正に伴う条文整備 【附則第１９条の２】
※ 証券取引法は金融商品取引法に題名改正

［改正前］ 証券取引法第２条第２０項に規定する有価証券先物取引

［改正後］ 金融商品取引法第２８条第８項第３号イに掲げる取引
《施行日》 証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日


